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資料Ｎo.４ 



岡谷市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則 

 

岡谷市立小・中学校管理規則（昭和３８年岡谷市教育委員会規則第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第２０条の４を第２０条の５とする。 

 第２０条の３第１項中「置く。」の次に「ただし、前条の規定による学校運営協議会を置

く場合は、この限りでない。」を加え、同条を第２０条の４とし、第２０条の２の次に次の

１条を加える。 

（学校運営協議会） 

第２０条の３ 学校に学校運営協議会を置くことができる。 

２ 前項の学校運営協議会に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


